
926 33．垂薄 33．塞薄 927

663．　民事第二審 訴訟件歎　明治四＋三年

決

0
4
1
6
　
1
　
　
0
7
4
1
2
　
7
7
1
6
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
4
8
9
2
7
　
4
5
　
7
　
　
2
4
8
5
3
　
　
　
　
　
1
　
　
1
1
1
1
1
　
　
1
1
　
　
　
］

未
「
’
一
計

4
4
1
0
　
9
　
　
1
4
4
6
3
　
2
5
7
8
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
0
7
・
7
F
O
8
1
2
5
　
6
　
　
4
5
5
8
0
3
　
1
2
　
7
　
　
7
7
6
6
6
　
4
3
2
3
4

ー
下

‘
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
－
　
　
　
1
　
　
　
‘
　
－

－
　
ー
ー
l
1
　
　
1
　
1
　
1
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
1
－
F
　
　
　
　
　
－
1

翠
角

6
＝
4
　
1
0
　
5
8
7
3
4
　
一
－
一
＝

1
利

ー
ー
ー
　
ー
　
　
ー
1
　
　
　
1
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
｜
ー
ト
　
　
　
　
　
ー
1
　
　
　
ー
‘
i
l
I
ー
　
ー
　
ー
1
－
－
ー
l
　
l
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
1

一
＝
2
　
2
　
4
4
一
2
2
　
3
1
5
8
5

一
・
却
一
F
　
　
　
　
‘
　
　
　
ー
　
　
　
1

　
　
、
　
‘
一
棄

1
　
ー
ー
ー
1
ー
ト
ー
－
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
F
　
i
l
　
　
　
ー
　
　
ー
！
　
5
3
7
2
　
7
　
　
3
3
2
1
6
　
6
3
6
6
8
　
9
　
3
5
　
S
　
　
4
5
9
0
9
　
3
2
9
1
6
　
　
　
　
　
　
1
　
　
2
2
1
2
1
　
1
1
　
1
1

ー
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
｜
　
，
　
　
1
　
　
1

5
9
5
2
　
1
　
　
1
1
9
2
5
　
6
1
4
4
4
3
　
6
5
　
6
　
　
1
0
9
1
5
　
2
6
5
1
5
2
　
　
1
　
4
　
　
4
4
3
4
3
　
3
】
1
2
2

直計

4
8
2
6
　
0
　
　
－
1
8
7
5
　
9
2
8
4
3
5
1
6
0
　
4
　
　
6
0
3
3
3
　
5
5
5
7
8
4
　
1
3
　
9
　
　
8
9
8
8
7
　
6
4
3
4
5

合
‘

‘
－
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
‘
　
　
　
1
－
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
ー
　
．
　
　
，

受

0
7
3
0
　
0
　
　
4
7
7
5
8
　
2
1
2
8
6
0
1
3
7
　
2
　
　
1
1
8
0
6
　
1
7
6
4
4
4
　
1
2
　
8
　
　
7
7
6
7
5
　
5
3
2
3
3

新
ー
　
　
1
　
　
　
　
　
！
　
　
　
　
　
　
1
　
‘
　
ー

受
’
　
　
・

－
］
9
6
0
　
7
4
1
2
7
7
1
6
6
7
5
　
2
3
　
2
　
　
4
8
5
3
6
　
4
8
9
2
3
　
　
　
　
　
1
　
　
］
］
】
］
1
　
　
1
　
　
　
1
2

置
’
・
±

本表ノ外再審受理及虚理件敷ハ明治三十三年二受理六件麗理二件同三1四年二受理二十三件堤理二i一二件同三1一五年二受理六

件虚理四件同三十六年二各三件同三十七年同三十入年同三十九年二各一件同四十年二各四件同四十一年二受理一・件同四十二年

二受理四件虚理三件同四十三年二各四件アリ○本表訴訟結果事件ノ種類別チ掲クレ・・次ノ如ン

　　　　　　l　　　　l　　　　　　　　［　　　i　　　　　　　　l　　　l
　　　　　　　人　事　　土　地　年　　吹　　　　　　　　　　　　　　　　建物及船舶　金　銭　　米　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　穀　　物　品　　謹　券　　雑　事　　合　計

年
年
年
年
年

三
四
玉
六
七

十
十
十
十
十

三
三
三
三
三

治明
同
同
同
同

年
年
年
年
年
年

m
け
＋
ト
仁
巨

ロ
　
　
ト
　
　
　
　
ふ
　
　
ト
　
　
へ

三
三
四
四
四
四

同
同
同
同
同
同

－
’
0
3
6
＞
O

3
8
4
3
8
5

1
2
0
0
3
3
4
1

s6i

認
，18i

㍑l

i
劉

，92 P

6
9
1
2
5
　
0
6
1
7
4
2

1
1
2
1
1
　
2
1
2
1
2
2

250

1851

108

1］8

］86

253

307、

2741

　1354’

380

378

‘29

34

25

29‘

46

70

62‘

46

59，

・15i

39｝

31

3
15
16
110i

6
ワ
・
4
6
↑
0
’
0

7
2
4
7
7

　
ユ

8
4
1
2
3
4
エ

6
0
9
0
d
つ
ゆ

6
6
5
4
と
0

74

134

871

65

4gl

57

457

378

277

3∩5

492

603

686

654

754

741

742

664．土地登記件歎及 登録税手敷料　明治四＋三年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

…一

明治四十二年
　　四十一年
　　四十年
　　三十九年
同　三十八年

996
　107・

1，0521
2，q・　94　i

5，1掬1

：s，、3，｝

摺i
2劉

　　1

72，5　　　　　5，474

　98　　　　874
427　　　　　6，186

、600　　20，900

2，050

2，4351

綴‘
1，1I

239
68

3t7
2981

33，4341　　　　　9221

31，690　　　　　　　8501

…ll｝驚　；認

2i澱　33；

5，866｛

　776
5，251

13，154i

，）s，N71

瓢g
1鵠引

9・　・992　1

｛
i
l
48p

1°5 P
i
i
自
1
司

214
】6

95
189

514

415
428
365
581
134

296

　19
364

2，419

3，098

3，179
4，994

6，919

4U，125

　779

胎槽ノ取強制競賢

得 ノ申立

4，6521

　796
2，728
2，392‘

　　　ト
jo，568，

　　　L

8，6741
7，826

6，933

9，363、

5061

ユ37

10
95
84

5761

11；l

l
l

623

“　・ご

　　　　　ノ申立

9

一

9

04

法
院
番
號

1
2
3
4
　
　
　
　
年
4
2
4
1
4
0
3
9
3
8

及
税
料
録
敵
1
』
　
手

円
8
0
2
6
8
3
5
0
　
　
3
9
　
　
8
9
2
5
1
3
げ
1
1
μ
8
，
β
β
　
　
β
　
　
1
，
π
β
β
2
，
↓
8
5
1
　
　
0
　
　
4
6
7
8
7
1
8
2
1
4
1
5
　
　
5
1
　
　
4
5
郁
4
2
5
0
6

謄
　
等
簿
　
本
記
　
抄
登
本

98
ﾊ
2
8
6
7
　
　
1
3
　
　
2
4
9
9
4
4
7
6
0
5
6
，
3
パ
β
　
　
造
　
　
β
3
β
2
，
1
3
　
2
5
　
　
H
　
　
7
4
2
］

計
合

1
1
2
5
　
　
2
　
　
　
6
2
2
－
3
9
4
1
4
　
　
9
　
　
　
0
0
4
6
9
」
’
β
」
β
　
　
垣
　
　
」
’
β
β
ゆ
7
，
4
3
0
3
　
　
2
　
　
　
5
0
2
8
3
2
　
2
5
　
　
0
　
　
　
］
5
3
1
1
　
　
　
ー
　
　
　
　
ユ
ー
1
2

　
ー
ー
ダ
，
ノ
…
、
1
　
」

665．建物船舶登

地方法院及劇種別　　　　　　｜

⇒＿轍⇒分割｛　i　l

1
妻
　
　
北
2
宜
　
　
蘭
3
璽
　
　
中
4
裏
　
　
南
5
花
蓮
港
厩
6
膨
湖
蠕
緯
　
　
計

建物

F
：
l
b
、
建
物

］……ピ…皿12－　　　一　　　一1　　44　　　1⇒　　　一　　　一　　　11　　－－i　　－　　　－　　　　11　　－　｛　　　1　　　　　　　｛』｝ヨ　1i　1311　71　　　41

　　　　　　1
Ril　：　≡1°劃　』　：＿i　　　　＿　　　　　　＿！　1　　　　｝247！　　　　　　　　＿…　l　　　　　　　　　　　l

：‘

�
F
…
　
i
－
　
i

さノ
・
⇒

記件歎　明治四＋三年

質横

3
一
1

］04

　5
2；）

74

・11　　2061
　1　　　　　1

1
「
7

2

91

一

一

一

費競意任

21

－l

i
l－｝

「

3
1

三，

－i

：
1
－i

ゆ1

「

登　　記　　事　　件　　ノ

假⇒附言⇒更十更｝抹消

一
－

1

合　計

登言巳簿謄

本抄水等

法
院
番
號

　
　
1
－
1
　
　
1
－
1

　7

　　｝

y　9i 477
z2

68
@1 1

2＿
i
－
1
　
　
｜
一
一

　1

P1

|
「

5
0
｛
　
］
5
2
3
1
　
　
　
4
1
　
　
｜
－
1
　
　
－
一
，
　
　
　
8
　
　
1
　
　
｝

】39

R03
@　4

@　9

11

Q4

|
一

3
4
5
6

1 1

19｛　　　ll51　　　161

　1　　　　　　1

944 104

．＿＿直幽魎≧一
〆


